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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） 

 
令和２年３月 28 日（令和２年５月 25 日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（３）まん延防止 

４）職場への出勤等 
 ① 特定警戒都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働き

かけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、
引き続き、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低
減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロー
テーション勤務等を強力に推進すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低
減する取組を引き続き強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇
所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従
業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三
つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う
事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避
けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、今後、持続的な対策が必
要になると見込まれることを踏まえ、事業者に対して、以下の取組を行
うよう働きかけを行うものとする。 
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・ 引き続き、在宅勤務（テレワーク）を推進するとともに、職場に出勤
する場合でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等の人との
接触を低減する取組を推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇
所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従
業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三
つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う
事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避
けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 
（中略） 

 
６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等 

① 都道府県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを
踏まえ、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。（中
略） 
・ 事業者に対して、引き続き、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、
自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、
職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイド
ライン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切
に行われるよう働きかけること。 

 



「新しい生活様式」の実践例

（１）一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を28℃以下に） □身体的距離の確保
□「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用

□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買い物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（３）日常生活の各場面別の生活様式

イベント等への参加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（４）働き方の新しいスタイル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成
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厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室内閣官房

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称：COCOA）

NSUEI
テキスト ボックス
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問１ 接触確認アプリとは、どのようなものですか。
利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、お互いに分からないよう
プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
なお、本アプリはApple社とGoogle社が提供しているアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を元に開発し
ています。

問２ アプリを利用することで、どのようなメリットがありますか。
利用者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポート

を早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。

問３ 他の利用者との接触をどのように記録するのですか。
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、ほかのスマートフォンとの近接した状態（概ね１メートル
以内で15分以上）を接触として検知します。近接した状態の情報は、ご本人のスマートフォンの中にのみ暗号化して記
録され、14日が経過した後に自動的に無効になります。この記録は、端末から外部に出ることはなく、利用者はアプリを
削除することで、いつでも任意に記録を削除できます。

ご利用のスマートフォン同士が、概ね１メートル以内の距離で15分以上の近接した状態にあった場合、接触として検
知される可能性が高くなります。機器の性能や周辺環境（ガラス窓や薄い障壁など）、端末を所持する方向などの条
件や状態により、計測する距離や時間に差が生じますので、正確性を保証するものではありません。

問４ 個人情報が収集されることはないですか。
氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。他のスマートフォンと
の近接した状態の情報は、暗号化のうえ、ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され、14日の経過した後に自動的に
無効になります。行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し、収集することはありません。

問５ 位置情報を利用するのですか。
GPSなどの位置情報を利用することはなく、記録することもありません。

問６ 他の利用者との接触を検知する目安はありますか。

問８ アプリでは、どのような通知がきますか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意のもと、陽性者であることを登録した場合に、その陽性者と過去
14日間に、概ね１メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった場合に通知されます。通知を受けた後
は、ご自身の症状などを選択いただくと、帰国者・接触者外来等の連絡先が表示され、検査の受診などが案内されます。

問９ 新型コロナウイルス感染症の陽性者がアプリで登録したら通知はすぐにきますか。
利用者への通知は、１日１回程度となっております。アプリへの登録のタイミングによっては、すぐに通知されない場合が
あります。なお、アプリの設定で「通知をON」にしていただくと、通知があった場合に画面上に通知メッセージが表示されます。

問10 新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断されましたが、アプリで登録しなかったらどうなりますか。

陽性者と診断された場合に、アプリへの登録は、利用者の同意が前提であり、任意です。登録いただくことで、あなたと
接触した可能性がある方が、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。

問11 陽性者との接触の可能性が確認されたとの通知を受けたら、何をすればいいですか。
アプリの画面に表示される手順に沿って、ご自身の症状などを選択いただくと、帰国者・接触者外来などの連絡先が表
示され、検査の受診などをご案内します。

問12 厚生労働省ではアプリで得た情報を何に利用するのですか。
厚生労働省では、アプリにより、利用者のデータを利用し、収集することはありません。利用者に氏名・電話番号などの
個人情報を入力いただくこともありません。

問７ 利用はいつでも中止できますか。
いつでも任意にアプリの利用を中止し、アプリを削除することで、すべての過去14日間分までの記録を削除できます。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 接 触 確 認 ア プ リ 利 用 者 向 け Q & A



参考資料４ 

 

 

 

新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における 

衛生上の職場の対応ルール（例） 

 

 

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した

場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の

実態に応じて、ご活用ください。 

※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや

社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。 

 

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告

に関すること 
（１）ＰＣＲ検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告

する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に

報告する（結果が陰性であった場合も含む）。 
（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対

策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門）に報告する。 
（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。 
※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行

う関係者を定めることとする。 

 
２ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること 
労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機など

の保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される

場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。ま

た、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備

しておく。 
 
３ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 
職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従

い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。 
（１）消毒を行う箇所 
① 陽性者等の執務室 
パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、陽性



 

 

者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など

陽性者等が接触したと考えられる箇所 
② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース 
食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのド

アノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触

したと考えられる箇所 
（２）使用する消毒液及び使用方法 

陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の

次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性

者由来の液体（痰、血液、排泄物など）が付着した箇所の消毒については、

消毒用エタノールや 0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間

浸漬する。 

（３）消毒時に使用する保護具 
清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものな

どの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。

また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない

材質のものを用いる。 

（４）消毒後の手指の衛生 
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用

アルコール等による手指の衛生を必ず行う。 



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
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１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウセ イカ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ ×××× ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○ ０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関

医療法人 厚生会労働病院

病院長 安衛 法子

ロ ウ ド ウ タ ロ ウ

働 太 郎

働 病 院

コ ド ウビ ョ ウ イ ン

× ×× ×

０

労

７０１０１０１

１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者
など、報告権限を有す
る方が記入てください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。
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